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８．計画の目標 

８－１ 目標値の設定 

立地適正化計画の策定により、必要な施設が必要な地域に誘導されるとともに、誰もが住み慣れた

地域で安心して暮らせるまちづくりを進め、少子超高齢社会が進行する中、できる限り現在の人口規

模を維持しつつ、商業や福祉といった生活サービス機能の維持・向上を図り、持続可能な安定的な都

市運営をめざします。 

人口規模の維持に当たっては、中心市街地等の都市機能の集積を促進し、同時に誰もが使いやすい

公共交通網の構築により安心して暮らせる魅力あるまちづくりを進めるとともに、「佐世保市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」に定めた観光や教育政策を推進することで都市としての優位性を高め、

交流・定住人口の増加等につなげます。 

そこで、20年後も持続可能な都市となるよう、本計画の目標値を以下に示すとおり設定します。 

 

表 達成度を確認する指標と目標値の設定 

指標 定義 計画と目標値の関連性 従前値 目標値 

誘導施設の

充足度 

各都市機能誘導区域における

誘導施設の充足率 

各都市機能誘導区域における誘

導施策の実施効果を誘導施設の

充足率により測定する。 

都市核：100% 

地域核：92% 

（令和元年度） 

都市核：100% 

地域核：100％ 

（令和 20 年度） 

居住誘導 

区域内 

人口密度 

居住誘導区域全体の可住地

人口密度 

居住誘導区域と誘導施策の実施

効果を人口密度により測定する。 
65.8 人／ha 

（平成 27 年） 

60.0 人／ha※１ 

（令和 20 年度） 

歩行者 

通行量 

中心商店街の調査地点６ヶ

所の通行量 

（佐世保商工会議所 中心

市街地通行量調査） 

都市機能誘導区域（佐世保中

央）における誘導施策による波及

効果を歩行者通行量により測定す

る。 

休日：51,790 人 

平日：46,679 人 

(令和元年） 

50,000 人 

（平日・休日平均） 

（令和 20 年） 

都市部に 

おける 

地価の 

変動率 

都市部における地価の変動率

（対前年度比） 

都市機能誘導区域及び居住誘導

区域における誘導施策による波及

効果を主要地点の地価の変動率

により測定する。 

※総合計画の目標を活用 

▲1.1％ 

（平成 30 年度） 

0％ 

（令和 20 年度） 

基幹的な 

公共交通 

ネットワークの

充足度 

都市核・地域核・生活核が鉄

道又は路線バスで結ばれてい

る割合 

都市機能と公共交通の利便性が

確保されている状況を測定する。 

※公共交通網形成計画の目標を

活用。 

100％ 

（平成 30 年度） 

100％ 

（令和 20 年） 

公共交通ネッ

トワークの利

用状況 

通勤・通学における公共交通

の分担率 

居住誘導区域と誘導施策の実施

効果を公共交通の基幹的な役割

における分担率により測定する。 

※公共交通網形成計画の目標を

活用。 

18.5％ 

（平成 30 年度） 

20.0％ 

（令和 20 年度） 

※１：特に施策を講じない場合、居住誘導区域の人口密度は 57.9人/ha（H47）と予想される。 

※２：従前の佐世保中央の指標と同程度。 
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目標値のうち、居住誘導区域内の人口密度については、現在の趨勢のまま推移した場合には、居住

誘導区域の指定を検討する区域 Aにおいては平成 47年に 60.9人／ha、区域 Bにおいては 54.9人

／ha となり、総合すると 57.9 人／ha となります。これを、60 人／ha に上げるには、3,806 人、

立地適正化計画に基づく施策の効果として居住誘導区域内に誘導する必要があります。 

なお、60人／haという人口密度は、都市計画運用指針において、市街化区域の住宅用地において

は「土地利用密度の低い地域であっても 1ha当たり 60人以上とすることを基本とすることが望まし

い。」とされている値になります。 

 

表 現在の趨勢のまま推移した場合の居住誘導区域内の人口密度 
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８－２ 計画の展開による大きな社会目標の達成 

立地適正化計画に基づく今後のまちづくりの展開においては、以下の目標への寄与や先端技術を取

り入れた経済・社会・環境の好循環につながる取り組みが求められ、これらの視点を含め取り組みを

具体的な展開を図ります。 

 

■SDGｓ  

SDGs とは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015 年 9 月の国

連サミットで採択され、国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた目標。 

 

 

 

  

9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を

支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱

（レジリエント）なインフラを開発する。 

11.3 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参

加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.5 2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが

ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総

生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都

市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 

11.b 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強

靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間

居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレ

ベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 

13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能力を強化する。 

 

＜立地適正化計画に特に関連する Goal と Target＞ 

出典：経済産業省「2018年版ものづくり白書」 
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■Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、

経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。 

Society 5.0で実現する社会は、IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、様々

な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服

します。また、人工知能（AI）により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボット

や自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。

社会の変革（イノベーション）を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を

超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となる。 

 

出典：内閣府    
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■CASE 

「移動する」ことを担う中心的な産業である自動車産業においては、今日、CASE といわれる

「Connectivity（つながる）」「Autonomous（自動化）」「Shared & Service（利活用）」「Electric

（電動化）」が大きな潮流となっており、これらへの対応に向けて業種の垣根を越えて、様々な“つ

ながり” による取組が見られる。これにより、「自ら運転する」という体験から、「車内環境を楽

しむ」という体験に求める価値が移行したり、「車は所有するもの」という考え方が薄まり、「必要

なときに呼び出すとやってきて、目的地まで自動的に運んでくれ、目的地に着いたら別の利用者の

ところに自動的に向かうもの」といった変化がもたらされる。 

 

 

出典：経済産業省「2018 年版ものづくり白書」 
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８－３ 計画の評価と見直し 

本計画に基づき効率的、効果的にまちづくりを進めるため、国・県等との連携、庁内組織や都市再

生協議会、都市計画審議会等との横断的な連携・調整を図るとともに、計画策定後の市民ニーズや都

市の情勢変化をきめ細かく観察しながら必要な施策事業やその内容を適切に吟味し、決定し実践して

いく OODAループの考え方を踏まえ、事業推進を図ります。 

個別の取組については、本計画の推進に資する民間の活動等も踏まえ公民連携を図りながら具体化

し、必要に応じて都市再生整備計画等の事業計画を策定し推進することとします。 

立地適正化計画は、概ね 5年毎に、都市計画基礎調査や各種統計等のデータを活用し、施策の状況

についての調査、分析及び評価を行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＯＯＤＡループによる事業推進のイメージ 

 

 

 

 

  

行動・実践 

【Act】 

・誘導施策・事業 

・関連施策・事業 

観 察 

【Observe】 

・人口、土地利用 

・産業活動 

情勢判断 

【Orient】 

・影響・リスク分析 

・効果予測 

・財源確保 

決 定 

【Decide】 

・誘導施策の廃止、見

直し、拡充等 

・新規施策の立案・決
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参考資料 

都市計画マスタープラン、立地適正化計画、都市再生整備計画等を並行して検討を進めました。  

このうち、立地適正化計画に関する経緯は以下の通りです。 

●策定の経緯 

 庁内  市民・議会・審議会等  

     

  H30.5 

   

H30.8  H30.12 

   

H31.2  H31.3 

   

  H31.3 

   

  R1.11 

R1.11   

  R2.1～2 

  R2.3 

R2.10～   

R2.10   

  R3.1～3 

   

R3.5   

   

R3.8～10  R3.11 

  ～R4.7 

   

R4.8～11   

  R4.9 

R4.10～   

  R4.11 

R5.1 

 

 

 

 

 

R5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5.2.8～3.9 

R5.2 

R5.3.8 

R5.3.16 

R5.3.23 

 

R5.9.1 

平成 29 年度 
佐世保市都市計画基礎調査 第 125 回 

佐世保市都市計画審議会 

第 1 回 
庁内検討委員会（幹事会） 

都市マス見直し 

立地適正化計画作成
について（趣旨） 

戦略調整会議 

立地適正化計画作成
着手について 

第 3 回 
庁内検討委員会（幹事会） 

地区自治協議会 

ブロック単位説明会 

平成 30 年 12 月議会 
都市整備委員会報告 

立地適正化計画に 
ついて（骨子案） 

第 127 回 
佐世保市都市計画審議会 

第 128 回 

佐世保市都市計画審議会 

中間報告 

地区自治協議会 
個別意見交換会 

都市マス見直し 
立地適正化計画趣旨 

庁内検討委員会 
第 2 回幹事会 第 1 回部長会 

都市マス見直し 
立地適正化計画検討 

課題分析、 
都市マス等構想案 

庁内協議 

（防災指針案について） 

第 5 回 
庁内検討委員会（幹事会） 
幹事会後に連携事業照会 

第 129 回 
佐世保市都市計画審議会 

第 136 回 
佐世保市都市計画審議会 

パブリックコメント 

佐世保市立地適正化 
計画作成協議会 

第 1 回：方向性協議 

第 2 回：区域設定、誘導施策 

第 3 回：計画案概要まとめ 

佐世保市都市再生協議会 

第 1 回：立適原案・方向性 

第 2 回：誘導施策（斜面地再
生、まちなか再生） 

第 3 回：斜面地再生 

第 4 回：まちなかウォーカブル 

立地適正化計画 
誘導施策の連携 

都市マス見直し審議 

（立適も説明） 

立地適正化計画の 
方向性及び施策展開 

 

立地適正化計画及び
具体施策展開 

立地適正化計画概要
及び施策展開（案） 

第 5 回 

佐世保市都市再生協議会 

第 137 回 
佐世保市都市計画審議会 

公  表 

中間報告 

庁内協議（三役含む） 
 

都市の再生について 
災害リスクの考慮について 
誘導区域設定等について 

戦略調整会議 

庁内照会 
（立地適正化計画案の確認） 

庁内協議（三役含む） 
 

立地適正化計画・誘導施策 

庁内検討委員会 
第 7 回幹事会 第３回部長会 

関係団体等意見交換 

令和 4 年 9 月議会 
都市整備委員会報告 

令和 2 年 3 月議会 
都市整備委員会報告 

令和 5 年 3 月議会 
都市整備委員会報告 

立地適正化計画作成 

（機関決定） 
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あ アクセス 

  交通手段等で、連絡が取れること。 

 アメニティ 

  
環境の快適性。さまざまな活動が快

適に行われる環境。 

 イノベーション 

  

新しい技術や考え方などを取り入
れ、技術革新や社会変革など新しいこ
とを生み出すこと。 

 インセンティブ 

  促進するための動機となるもの。 

 ウォーカブル 

  

居心地が良く歩きたくなること。国
交省においては、官民の公共空間を人
中心の空間へ転換し、民間投資と共鳴
しながら「居心地が良く歩きたくなる
まちなか」の形成を推進している。 

 エリアマネジメント 

  

地域における良好な環境や地域の価
値を維持・向上させるための、住民・
事業主・地権者等による主体的な取組
み。 

 オープンスペース 

  
街路や公園、広場、敷地の建物が建

っていない場所などで開放的な空間。 

か 開発許可 

  

都市計画法における開発行為に対す
る許可制度のこと。建築物の建築など
を目的とし、開発行為をしようとする
者は、あらかじめ許可を受けなければ
ならない。開発許可は、スプロール化
を防止し、段階的、計画的なまちづく
りを図ること及び良好な宅地水準の確
保を目的としている。 

 緩和条例 

  

都市計画法第 34 条第 11 号及び第
12 号に基づく条例。佐世保市では平成
15 年から、市街化調整区域において一
定の要件を満たす土地の住宅建築の緩
和を行ってきたが、令和 4 年に見直し
を行った。 

 

 

 

 九州圏広域地方計画 

  

国土交通省によって平成 28 年 3 月
に策定された計画。21 世紀前半期を展
望しつつ、今後概ね 10 ヶ年間の地域
のグランドデザインをとりまとめた計
画であり、全国計画を基本として、九
州圏における国土形成に関する方針や
目標、特色ある戦略を描くもの。 

 共同建て替え 

  

複数の地権者など（土地所有者、借
地権者、建物所有者など）が共同して
複数の敷地を統合し１つの建物に建て
替えることを共同建て替えという。な
お、隣接する複数の敷地で建物は個々
に建築するが、その際に壁面や通路の
位置、外壁の色・形状などのデザイン
を統一したり、敷地利用を一体化して
相互に利用できる空間を造ったりする
建替えを協調建て替えという。 

 車みち整備事業 

  

斜面住宅地において、新たな広い道
路をつくるのではなく、既にある道路
を活かしながら、多少狭くても車が通
る道路を整備する事業。 

 CASE（ケース） 

  

移動に関して、 注目されている
「 Connectivity （ つ な が る ）」
「Autonomous（自動化）」「Shared & 
Service（利活用）」「Electric（電動化）」
の潮流。 

 交通結節点 

  

様々な交通手段を相互に連絡する乗
り換え・乗り継ぎする場合の施設。具
体的な施設として鉄道駅、バスターミ
ナル、自由通路や階段、駅前広場やバ
ス交通広場、歩道などがある。 

 公民連携 

  

自治体と民間事業者、地域等が連携
して、公共サービス、住民サービスを
行 う こ と 。 PPP （ Public Private 
Partnership）とも呼ばれ、公共と民間
のパートナーシップで、より良いサー
ビス提供や課題の解決が期待される。 

 国立公園 

  

日本の風景を代表するに足りる傑出
した自然の景勝地で自然公園法に基づ
き環境大臣が指定する。 

 

●用語の解説 
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 コミュニティ 

  
共同体。地域社会やある共通の意識

によりつながっている集団。 

 コミュニティビジネス 

  

地域の課題に対して地域住民が主体
的に、ビジネスの手法を用いて解決す
る取組。 

 コンパクトな市街地 

  
無秩序に拡大しておらず、まとまり

のある市街地のことをいう。 

 コンパクト・プラス・ネットワーク 

  

 人口減少・高齢化が進む中、地域の
活力を維持し、医療・福祉・商業等の
生活機能を確保し、安心して暮らせる
よう、地域公共交通と連携して、コン
パクトなまちづくりを進めること。 

 コンベンション（機能） 

  

集会、博覧会や見本市などの大規模
な催しのこと。コンベンション機能と
いう場合はこれらの催しを開催する会
場となる施設などをいう。 

さ 佐世保市立地適正化計画 

  

都市全体の観点から居住機能や医
療・福祉・商業・子育て支援等の都市
機能の立地に関する包括的なマスター
プラン。これら施設の適正な誘導によ
り、コンパクトシティに向けた具体的
な土地利用を進めようとする計画。 

 サードプレイス 

  
自宅や学校、職場とは異なる、居心

地が良い第三の場所。 

 市街化区域 

  

都市計画法に基づく都市計画区域の
うち、市街地として積極的に開発･整備
する区域で、既に市街地を形成してい
る区域及びおおむね 10 年以内に優先
的かつ計画的に市街化を図るべき区
域。 

 市街化調整区域 

  

都市計画法に基づく都市計画区域の
うち、市街化を抑制する区域で、農林
漁業用の建物や、一定規模以上の計画
的開発などを除く開発及び建築行為が
制限されている区域。原則として市街
化を促進する都市施設の整備は行わな
い区域。 

 

 市街地再開発事業 

  

都市再開発法に基づき、市街地内の
老朽木造建築物などが密集している地
区などにおいて、細分化された敷地を
統合し、不燃化された共同建築物を建
築し、公園 ・ 広場 ・ 街路などの公
共施設の整備などにより、都市におけ
る土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新を図る事業。 

 自主防災組織 

  

｢自分たちの地域は自分たちで守る｣
という連帯感に基づき、地域住民が自
発的に、初期消火、救出・救護、集団避
難、給水・給食などの防災活を行う団
体（組織）。 

 自助・共助 

  

自助とは、自身（個人や家庭等）で
取り組むこと。共助とは、地域やコミ
ュニティといった周囲の人が協力して
助け合うこと。なお、公的機関による
取組・支援を公助という。 

 自然公園 

  

一般的には、国立公園、国定公園及
び都道府県立自然公園をいうが、ここ
では、県立自然公園のことをいい、優
れた自然の風景地として都道府県が指
定するもの。 

 持続可能な開発目標（SDGs） 

  

2015 年９月の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」において記載された2030
年までに持続可能でよりよい世界を目
指すための国際目標。わが国では、Ｓ
ＤＧｓの達成に取り組んでいる都市を
「ＳＤＧｓ未来都市」として選定し、
地方創生の推進としても支援してい
る。 

 人口集中地区（ＤＩＤ） 

  

国勢調査の集計のために設定される
統計地域。人口密度が４０人/ha 以上
の国勢調査の調査区が集合し、合計人
口が 5,000 人以上となる地域。英訳
「Densely Inhabited District」の頭文
字をとって「ＤＩＤ」とも呼ばれる。 

 ストック 

  

既に整備されたもの。道路や公園、
公共建築物などを公共ストックや都市
基盤ストックなどという。また、中古
住宅などを住宅ストックともいう。 
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 ３D都市モデル 

  

3 次元のデジタル地図。都市空間に
存在する建物や街路といったオブジェ
クトに名称や用途、建設年といった都
市活動情報を付与することで、都市空
間そのものを再現する 3D 都市空間情
報プラットフォーム。 

 線引き・非線引き（都市計画区域） 

  

市街化区域と市街化調整区域との区
域区分を通称線引きといい、都市計画
区域について無秩序な市街化を防止
し、計画的な市街化を図るため必要に
応じて定めるもの。区域区分が定めら
れている都市計画区域を線引き都市計
画区域といい、定められていない都市
計画区域を非線引き都市計画区域とい
う。 

 Society5.0 

  

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会
（ Society2.0 ） 、 工 業 社 会
（Society3.0）、情報社会（Society 
4.0）に続く、新たな社会として、サイ
バー空間（仮想空間）とフィジカル空
間（現実空間）を高度に融合させたシ
ステムにより、経済発展と社会的課題
の解決を両立する、人間中心の社会。 

 ソフト（面/施策） 

  

道路や公園といった都市施設など物
理的な整備（ハード）によらない施策
などをいう。ここでは、災害危険箇所
の情報提供や商店街振興、公共交通推
進のための支援策などをいう。 

た 大規模集客施設 

  

店舗､映画館､アミューズメント施
設､展示場などの用に供する床面積が
10,000 ㎡を超える建築物のこと。 

 第７次佐世保市総合計画 

  

令和 10 年を目標に、佐世保市が今後
目指すべき将来像と、将来像 を達成す
るためのまちづくりの目標と取組を総
合的に示す計画。佐世保市のすべての
計画の上位計画に位置付けられ、事業
を実施する場合の基本的な根拠とな
る。令和２年３月に策定された。 

 地区計画制度 

  

都市計画法に基づき、地区の特性に
ふさわしい良好な街区を整備、開発、
保全するために地区ごとに定めるまち
づくりのルール。建築物の用途や形態、
生垣など、きめ細かい規制や緩和を行
うことができる。 

 

 駐車場附置義務条例 

  

佐世保市の建築物における駐車施設
の附置及び管理に関する条例のこと。
駐車場法に基づく条例で、中心市街地
や商業施設が集積する地域や地区にお
いて、道路交通の円滑化を図ることを
目的として、建築物の床面積に応じて
適正な台数の駐車場の確保を義務付け
るもの。 

 低炭素社会 

  

二酸化炭素の排出が少ない社会のこ
と。自家用車の利用の低減や、渋滞の
緩和などによって、二酸化炭素の排出
を減らしていくまちづくりのこと。 

 低未利用土地 

  

空き家や空き地、暫定駐車場など、
居住や業務のために利用しておらず、
またその利用の程度が周辺の地域と比
べて低い状態にある土地や建物。 

 DX（ディーエックス） 

  

Digital Transformation（デジタル
トランスフォーメーション）の略称で、
デジタル技術を活用し、業務や組織、
人々の生活をより良い状態に変革する
こと。 

 都市機能 

  

居住、商業、工業、文化、教育、医
療、保健、福祉、レクリエーション、行
政、交通といった都市における様々な
活動に対して種々のサービスを提供す
る役割。 

 都市基盤 

  

一般的に道路・街路、鉄道、河川、
上下水道、エネルギー供給施設、通信
施設などの生活・産業基盤や学校、病
院、公園などの公共施設のこと。 

 都市計画区域（区域外） 

  

都市計画法に基づく、各種の都市計
画を定める区域であり、自然的、社会
的条件などを勘案して、一体の都市と
して総合的に整備し、開発し、及び保
全する必要がある区域において都道府
県が定める。 

また、都市計画区域の指定がない地
域を都市計画区域外という。 
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都市計画区域に関する整備、開発及び保
全の方針（都市計画区域マスタープラン） 

  

都市計画法に基づき、都道府県が都
市計画区域ごとに定めるものであり、
都市計画の目標や、具体の都市計画決
定の方針について定めるものである。
佐世保市においては、佐世保都市計画
区域、宇久都市計画区域、江迎都市計
画区域という３つの都市計画区域マス
タープランが定めてある。 

 都市計画マスタープラン 

  

正式には「市町村の都市計画に関す
る基本的な方針」といい、都市計画区
域マスタープラン及び総合計画の基本
構想に即し、将来像や都市計画に関す
る基本的な方針を示すもの。佐世保市
においては、都市計画区域のみならず、
広域的な視点をもって、本市の市域全
体を対象範囲とする。 

 都市再生特別措置法 

  

社会情勢の変化に対応した都市機能
の高度化及び都市の居住環境の向上を
図るための措置について定められた法
律。 

な ニーズ 

  意向。要望。需要。 

 ニューノーマル 

  

新しい常態。大きな社会変化により、
変化前とは異なる新たな常識が定着す
ること。 

 乗合バス 

  

路線を定めて定期に運行するバス。
一般路線バス、高速バスなどや路線を
定めて予約に応じて「不定期」に運行
するバスを指す。 

は ハード（面/施策） 

  
道路や公園といった都市施設など物

理的な整備をいう。 

 ハザードマップ 

  

自然災害による被害を予測し、その
被害範囲を地図化したもの。予測され
る災害の発生源、被害の範囲および被
害程度、避難経路、避難場所などの情
報が図示される。 

 バリアフリー 

  

障がい者や高齢者の生活に不便な障
害を取り除こうという考え方。例えば、
道や床の段差をなくしたり、階段の代
わりに緩やかな坂道を作ったりするこ
となど。 

 プラットフォーム 

  

舞台・壇上等を意味する英語であり、
人やモノ、情報等が交わり、システム
を動かすための基盤となるものを指
す。 

 

 プレイスメイキング 

  

ある空間を暮らす人や訪れる人にと
って心地よい空間・居場所に変えてい
くこと。コミュニティの利害関係者を
交え、対話や実験などを繰り返しなが
らより良い空間にしていく活動。 

 ペルソナ 

  
マーケティングにおける、より具体

的なユーザー像。 

 保安林 

  

森林法に基づき、水源のかん養、土
砂流出の防備、風害、水害、潮害など
の防備といった目的を達成するため指
定するもの。 

ま MaaS（マース） 

  

Mobility as a Service の略称で、地
域住民や旅行者一人一人の移動単位で
のニーズに対応して、複数の公共交通
やそれ以外の移動サービスを最適に組
み合わせて検索・予約・決済等を一括
で行うサービス。観光や医療等の目的
地における交通以外のサービス等との
連携により、移動の利便性向上や地域
の課題解決にも資する重要な手段とな
るもの。 

ら リノベーション 

  
既存の建物を改修し、新たな機能を

加え価値を向上させること。 
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